
とりぎんファームバンキングサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ）利用規定 

 

 

第１条 サービス内容 

（１）とりぎんファームバンキングサービス（ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ）（以下「本サービス」とい

います。）は、当行所定の申込手続を完了した契約者（以下「契約者」といいます。）のコンピュー

ター、パーソナルコンピュータ等の端末機（以下「パソコン等」といいます。）と当行のコンピュ

ーターを、株式会社ＮＴＴデータのＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴセンター（以下「ＡＤＰセンター」

といいます。）経由で接続して、次項に規定するデータ伝送サービスを利用することができるサー

ビスをいいます。 

（２）本サービスでは、契約者からの依頼内容に基づき、次の取引を取扱います。 

（イ）契約者が指定した口座（以下「支払指定口座」といいます。）から依頼金額を引落しのうえ、

総合振込、給与（賞与）振込、地方税納入（＊）を行う取引。 

＊ご利用には事前にご相談いただき、別途お手続きが必要となります。 

（ロ）口座振替により預金者から引落した金額を、契約者が指定した口座に入金する取引。 

（ハ）その他当行が定める取引。 

（３）契約者は、本サービスの利用に際し、「ＡＤＰセンター」と接続する場合には、株式会社ＮＴＴデ

ータが提供する「Ｃｏｎｎｅｃｕｒｅ」（閉域ネットワーク）、または「ＬＧＷＡＮ」（総合行政ネ

ットワーク）および株式会社ＮＴＴデータが提供する「ｐｕｆｕｒｅ」を利用するものとします。 

（４）本サービスを利用するうえで必要なパソコン等、ソフトウェア、前項に規定する通信回線等の利

用環境は、契約者が用意するものとし、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するも

のとします。 

（５）本サービスで利用することのできる口座の科目・種類等は当行所定のものに限ります。 

（６）本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の営業日・営業時間内とします。ただし、当行は契

約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによ

らない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスの提供

を一時停止または中止することがあります。 

（７）本サービスで利用するデータは、当行所定の仕様とします。 

（８）契約者は、この規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利

用するものとします。 

 

第２条 本人確認等 

（１）契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当行所定の方法により、パスワード、ファイル

アクセスキー、照合識別コード（以下、これらを総称して「パスワード等」といいます。）を届け

出るものとします。また、「ＡＤＰセンター」と、「Ｃｏｎｎｅｃｕｒｅ」を利用して接続する契約

者が、当行所定の取引をする場合には、「Ｃｏｎｎｅｃｕｒｅ」のＩＰアドレスを届け出るものと

します。 

（２）契約者が、本サービスを利用して第１条第２項（イ）～（ハ）に規定する取引をする場合は、契



約者のパソコン等からパスワード等を当行のコンピューターに送信するものとします。 

当行は送信されたパスワード等と登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、次の事項を確

認できたものとして取扱います。 

（イ）契約者の有効な意思による申込であること。 

（ロ）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。 

（３）当行が、前項の確認をしたうえで、取扱った取引に関して、パスワード等の不正使用その他の事

故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（４）パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。また、パスワード等の

失念や、パスワードを他人に知られたような場合、またはそのおそれがある場合には、すみやかに

当行に届け出てください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いませ

ん。 

（５）契約者が当行に送信したパスワード等が、当行に登録されたパスワード等と一致しないことを、

当行が当行所定の回数連続して確認した場合には、当行は本サービスの取扱いを停止することがで

きるものとします。 

 

第３条 総合振込 

（１）契約者は、本サービスを利用した、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に振込（総合振込）

を行う事務を当行に委託します。 

（２）振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店

の普通預金、貯蓄預金および当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。 

（３）振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 

（４）本サービスにより総合振込を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当行

所定の日時までに、別途、当該依頼データと取引内容（件数・金額等）の照合を行うための当行所

定のデータ（以下「照合データ」といいます。）を当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとし

ます。照合機能を利用しない契約者は「ＦＢデータ伝送通知書」を当行宛にファクシミリ送信する

ものとします。 

（５）当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修

正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害

等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信す

ることができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。 

（６）契約者が、第４項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消また

は変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第７条に規定する

「組戻し」により取扱うものとします。 

（７）当行は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定日に振込手続を行います。 

（８）支払指定口座は、当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出

の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書

類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任

を負いません。 



（９）支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、総合口座取引規定、

当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所

定の方法により取扱います。 

（１０）振込資金は、振込指定日当日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができ

ない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。 

（１１）受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。 

（１２）振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処

理します。 

 

第４条 給与（賞与）振込 

（１）契約者は、本サービスを利用した、契約者の役員・従業員（以下「受給者」といいます。）に支給

する報酬・給与・賞与（以下「給与」といいます。）を受給者が指定する口座に振込（給与振込・

賞与振込（以下「給与振込等」といいます。））を行う事務を当行に委託します。 

（２）振込指定口座は、当行の国内本支店および当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本

支店（以下「提携金融機関」といいます）の受給者名義の普通預金または当座預金とします。 

（３）前項の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行および提携金融機関で事前の口座確認を行うも

のとします。 

（４）振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 

（５）本サービスにより給与振込等を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、当

行所定の日時までに、別途、照合データを当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとします。照

合機能を利用しない契約者は「ＦＢデータ伝送通知書」を当行宛にファクシミリ送信するものとし

ます。 

（６）当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修

正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害

等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信す

ることができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。 

（７）契約者が、第５項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消また

は変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第７条に規定する

「組戻し」により取扱うものとします。 

（８）当行は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定日に振込手続を行います。 

（９）支払指定口座は、当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出

の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書

類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任

を負いません。 

（１０）支払指定口座の振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にかか

わらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱

います。 

（１１）振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落し



ができない場合、給与振込等の取扱いができない場合があります。 

 

 

第５条 口座振替 

口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別に締結した預金口座振替によ

る収納事務委託契約の定めによるものとします。ただし、この規定と当該収納事務委託契約に異なる定

めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。 

（１）契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当行に委託します。 

（２）口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。 

（３）振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。 

（４）本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、契約者は依頼データを当行に送信した後、

当行所定の日時までに、別途、照合データを当行に送信し、取引依頼の承認を行うものとします。

照合機能を利用しない契約者は「ＦＢデータ伝送通知書」を当行宛にファクシミリ送信するものと

します。 

（５）契約者が、前項に基づき承認を行った依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または

変更はできません。 

（６）当行は受信した依頼データに基づき、口座振替の手続を行い、当行所定の日時までに、その結果

データを作成します。 

（７）契約者は、当行所定の日時までに、契約者のパソコン等より当行のコンピューターに接続して、

前項の結果データを取得するものとします。 

 

第６条 地方税納入 

（１）契約者は、本サービスを利用した、契約者が特別徴収義務者として契約者の従業員にかかる都道

府県民税および市（区）町村民税を納入（以下「地方税納入」といいます。）する事務を当行に委

託します。 

（２）本サービスにより地方税納入を依頼する場合には、契約者は、当行所定の日時までに、依頼デー

タを当行に送信するとともに、「ＦＢデータ伝送通知書」により取引内容（件数・金額等）を当行

宛にファクシミリ送信するものとします。 

（３）当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修

正のうえ再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障

害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、依頼データを送信

することができない場合には、当行と協議のうえ対策を講じるものとします。 

（４）契約者が、当行に送信した依頼データを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はでき

ません。 

（５）当行は、契約者から送信された依頼データに基づき、納入明細を作成し、契約者に通知します。 

（６）当行は、納入指定日（毎月１０日（銀行休業日の場合は翌営業日））に前項の納入明細に基づき、

納入処理を行います。 

（７）当行は、前項の納入処理後、市（区）町村別の領収書を作成のうえ、すみやかに契約者に交付し



ます。 

（８）支払指定口座は、当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出

の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの

書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は

責任を負いません。 

（９）支払指定口座からの納入資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定、当座勘定規定等にか

かわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取

扱います。 

（１０）納入資金および地方税納入取扱手数料は、第６項の納入指定日に引落します。なお、納入資金

の引落しができない場合、地方税納入の取扱いができない場合があります。 

（１１）納入受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納入するものとします。 

 

第７条 組戻し・振込内容の変更 

（１）当行が契約者から本サービスにより振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を

依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。 

（２）当行は契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込

先の金融機関に行います。振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を支払

指定口座に入金します。 

（３）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがありま

す。この場合には受取人との間で協議してください。 

（４）「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。 

 

第８条 手数料 

（１）本サービスの利用にあたり、契約者は契約料および月額基本手数料を当行所定の日に支払うもの

とします。 

（２）契約者は、本サービスにより第１条第２項（イ）～（ハ）に規定する取引の依頼をした場合は、

当行所定の方法により当行所定の振込手数料または取扱手数料を支払うものとします。ただし、

地方税納入の依頼をした場合は、納入指定日に当行所定の取扱手数料を支払うものとします。ま

た、口座振替の依頼をした場合は、収納事務委託契約に定める方法により当行所定の取扱手数料

を支払うものとします。 

（３）第１項および第２項に規定する手数料は、契約者があらかじめ指定した預金口座（手数料引落口

座）から引落しするものとし、その引落しにあたっては、当行の普通預金規定、総合口座取引規

定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、

当行所定の方法により取扱います。 

（４）当行は、第１項および第２項の手数料を変更することができるものとします。 

 

第９条 免責事項 

次の各項の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害につ



いて、当行は責任を負いません。 

（１）当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機

器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 

（２）災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があっ

た場合 

（３）通信回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場

合 

（４）当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合 

 

第１０条 届出事項の変更 

パスワード等、指定口座および「Ｃｏｎｎｅｃｕｒｅ」のＩＰアドレス等の届出内容に変更がある場合

は、当行所定の方法によりただちに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当

行は責任を負いません。 

 

第１１条 解約 

（１）本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者か

ら当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。 

（２）当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合

に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到

着したものとみなします。 

（３）契約者が次の（イ）～（ル）のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通

知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたと

しても、当行は責任を負いません。 

（イ）支払停止、破産等の申立があったとき 

（ロ）手形交換所の取引停止処分または株式会社電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他 

の電子記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合 

（ハ）契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所

在が不明となったとき 

（ニ）契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合 

（ホ）１年以上にわたり本サービスのご利用がないとき 

（へ）支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき 

（ト）解散、その他営業活動を休止した場合、または相続の開始があった場合 

（チ）当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

（リ）パスワード等を不正に使用した場合 

（ヌ）本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合 

（ル）その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じた場合 

（４）本サービスは次の（イ）～（ハ）のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の（イ）

～（ハ）に１つでも該当する場合には、当行は本サービスの契約をお断りするものとします。また、



前項のほか、次の（イ）～（ハ）の１つでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切であ

る場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより、本サービス

を解約できるものとします。なお、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。

また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 

（イ）契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

（ロ）契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他

これらに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」といいます。）に該当し、または次のいずれ

かに該当することが判明した場合 

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること 

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること 

（ハ）契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか１つでも該当する行為をした場合 

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」といいます。）第２条第１

号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為 

②暴対法第９条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為 

③第三者に暴対法第９条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、又は唆す

行為 

④その他①～③に準ずる行為 

 

第１２条 規定の変更 

この規定は、民法第５４８条の４の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後

の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載

による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。 

 

第１３条 規定の準用 

この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定等により取扱います。なお、

各規定は必要に応じて当行ホームページにて確認いただくか、もしくは当行にご請求ください。 

 

第１４条 契約期間 

本契約の当初契約期間は契約日から起算して１年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、

契約期間満了日の翌日から１年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 

 



第１５条 譲渡・質入れ 

本契約に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。 

 

第１６条 準拠法、合意管轄 

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本

店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

                                                                        

以上 

２０２６年４月現在 


